
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い仕事人生には山あり谷あり… 

その中で、女性が直面することが多い出来事に 

活用できる権利を、改めて見てみましょう。 

これまで多くの女性たちが力を合わせて運動し、 

勝ち取ってきた権利です。 

イキイキと働き続けられるよう今ある権利をよく知り、 

協力し合って行使するとともに、 

今後も要求をまとめ拡充させていきましょう。 

権利の詳細は、●●労働組合まで 1．残業免除の義務化 
  ３歳までの子を養育する者は、請求すれば残業が免除されます。 

２．子の看護休暇制度の拡充 
  病気・ケガをした小学校就学前の子の看護のための休暇が、１人であれば年５日、 

  ２人以上であれば年１０日取得できます（嘱託は無給） 

3．育休の状況要件の廃止 
  配偶者が子を養育していても育休が取得できます。（専業主婦でもよい） 

4．産後パパ育休の新設 
  子の出生の日から５７日間に、「産後パパ育休」を取得することが 

  できるようになり、 

  さらに、再び育児休業を取得することができるようになりました。 

5．短期の介護休暇の新設 
  要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上あれば 

  年１０日の短期の介護休暇が取得できるようになりました。 

 （２週間以上にわたり常時介護を必要する常態） 

◆出産休暇（労基法） 

 産前 6 週（多胎児 14 週） 

 産後 8 週 

◆配偶者出産休暇（育児介護休業法） 

 育児休業法では父親が出産 8週以内に 

 育休を取得した場合、再度の取得も可 

◆生理休暇（労基法） 

 就業が著しく困難な場合、 

 就業させてはならない 

◆通勤緩和（均等法） 

 医師等の指導により時差勤務・ 

 時間短縮 

◆健康診査・保健指導（均等法） 

 23週まで    4週に 1回 

 24～35まで 2週に 1 回 

 36～出産まで 1 週に 1回 

◆子どもの看護休暇（育児介護休業法） 

 就学前まで年 5日（2人以上は 10日）時間取得可、 

 予防接種、検診も可 

◆介護休暇（育児介護休業法） 

対象家族 1人につき各疾病や状態に応じて通算 93 日 

日単位または時間単位 

 範囲：配偶者、父母、子、配偶者の父母、 

 【以下は同居が条件】祖父母、兄弟姉妹、孫、継父母、 

 子の配偶者、配偶者の子 

◆短期介護休暇（育児介護休業法） 

2週間以上の要介護状態、 

 1年に 5日（要介護者 2 人以上は 10 日）、時間単位可 

◆育児時間 （労基法） 

１歳まで 1日 2回 各 30分 

◆育児休業（育児介護休業法） 

子が 1歳に達するまでの希望する期間。 

 保育所に入所できないなどの場合は 

 1歳 6カ月まで延長可 

 父母両方育休を取得する場合 

 1歳 2カ月まで 

◆ 短時間勤務制度（育児介護休業法） 

 3歳まで 1 日 6時間労働 

◆時間外勤務制限  （育児介護休業法） 

 申出による 3 歳までは免除 



 

●●組合は、「仕事も生活も両立させて、しっ

かり仕事をしたい」「自分らしく健康でいきい

きと働き続けたい」というひとりひとりの思い

が生かせるよう、仕事の進め方や職場環境の改

善をすすめてきました。 

よい仕事をするためには、心も身体も健康で、

「自分の楽しみやゆとりの時間」「家族といっ

しょの時間」を保障されることが大切です。そ

のために、適正な人員配置や仕事と家庭の両立

支援制度の拡充を求めてとりくんでいます。 

女性が働き続けていくうえでは、様々な困難が

まだまだあります。 

それは、個人で解決できることばかりではありま

せん。多くの人の思いを束ねる「労働組合」の存

在はとても頼りになるものです。 

また、女性部は女性どうしの交流やリフレッシュ

のために、様々な行事を企画しています。 

女性労働者は、男性にくらべてまだまだ賃金格差

があり、非正規労働者のほとんどが女性です。セ

クシャルハラスメント、パワーハラスメント、マ

タニティハラスメントなども自己責任では解決で

きません。女性の働きづらさを改善させていくた

めにも、法律の改善も必要です。●●労働組合は、

医労連女性協に結集して、国の制度改善の運動も

進めています。 

○○○○○労働組合女性部 

連絡先▲000-000-0000 

 仕事の中身はそれほど変わらないの

に、労働条件には大きな格差がありま

せんか。また、生理休暇、産育休暇な

どなど、非正規にも保障されている国

の制度が、職場にはなかったり、無給

だったり…。 

 また、有期雇用のために権利を主張

することもままならない… 

 非正規労働者が職場では権利が行使

できない実態もまだまだあります。現

場で運動していくことで、均等待遇、

直接雇用、無期雇用にしていくこと

が必要です。労働組合は、改善のた

めに運動をすすめています。 

 もっと大きな力にするためには、

組合の組織を大きくすることです。 

非正規のあなたへ 


